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区 分 管内 佐賀県 県内シェア 出 典

総面積 (ha) 62,461 244,070 26% ①
人 口 (人) 295,548 811,422 36% ②

農業

耕地
面積

(ha) ※ 15,450 ※ 50,500 31% ③
水田 (ha) 14,130 41,800 34% ③
畑 (ha) 1,340 8,640 16% ③

農家数

(戸) 4,047 18,645 22% ①

販売農家 (戸) 3,158 13,293 24% ①

自給的農家 (戸) 889 5,352 17% ①
農業就業人口 (人) 5,932 26,244 23% ①
基幹的農業従事者数 (人) 4,419 19,015 23% ①
農地集積率 (％) 80.9 70.9 － ④
農業産出額 (億円) 258 1,219 21% ⑤

林業
林野面積 (ha) 24,932 110,610 23% ①
林家数 (戸) 1,436 9,107 16% ①

●管内農林業の主要数値

１ 位置
佐賀中部農林事務所は、佐賀県のほぼ中央に位置し、佐賀市、多久市、小城市の計３市を管轄

している。管内の土地面積の合計は６２４．６１ｋｍ２で県総面積の約２６％、また令和２年現在

の管内人口は約２９万６千人で、県総人口の約３６％を占めている。

２ 自然条件
佐賀平野は、筑後川・嘉瀬川・六角川及び有明海の潮汐により造成された沖積平野で地味肥沃

な重粘土地帯である。また、有明海は干満差が日本一で、大潮最大干満差は６ｍにも達し、古来か

ら干拓事業が行われ江戸時代までに約６,３００ｈａ、明治以降約６,６００ｈａが造成されている。

３ 社会的条件
管内は佐賀県のほぼ中央に位置し、県都の佐賀市を中心として政治、経済、交通の要衡となっ

ている。交通は、北部に長崎自動車道、中部に国道34号とJR長崎本線、南部に有明海沿岸道路がそ

れぞれ東西方向に走り、これらを中心に企業誘致等による活性化が図られている。また、南部には

九州佐賀国際空港があり、佐賀県の空の玄関口として国内外の方々から利用されている。

①2020農林業センサス（農林水産省） ②R2国勢調査（総務省）
③R2作物統計調査（農林水産省）④佐賀県における農業経営基盤の状況R3.12（佐賀県農産課）
⑤県：R2生産農業所得統計、管内：R2市町村別農業産出額(推計) ※端数処理により合計値と内訳が一致しない
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■規模別 農業経営体数
の割合（％）

■規模別 経営耕地面積
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県全体
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管内
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出典：2020農林業センサス

●管内の位置



注）水稲・麦類・大豆は、R3作物統計調査(農林水産省）
タマネギ・キュウリ・ホウレンソウはR2作物統計調査及びR2野菜生産出荷統計（農林水産省）
イチゴ・アスパラガス・みかんはＪＡさが調べ(令和２年度)
肉用牛の管内戸数・頭数は家畜保健所調べ（令和３年度）、県全体はR3畜産統計（農林水産省）
( )は県全体に対する管内の比率(％)

注)R3面積調査(農林水産省）より

品目 作付面積(ha)
生産量
又は出荷量(t)

県 全 体

作付面積 生産量又は出荷量

水 稲 7,965(34) 41,590（35） 23,300 118,800

二条大麦 4,913(49) 22,984（50） 9,970 45,700

小 麦 5,126(44) 26,271（47） 11,600 56,100

大 豆 3,608(46) 3,935（52） 7,850 7,540

タマネギ 174(8) 6,313（6） 2,130 101,000

イチゴ 21(17) 976（17） 128 5,869

キュウリ 18(11) 2,689（20） 157 13,500

アスパラガス 39(36) 704（37） 108 1,910

ホウレンソウ 50(42) 311（53） 120 585

みかん 506(34) 7,820（30） 1,138 25,700

管 内 県 内 県内シェア（％）

耕地面積(ha) 15,450 50,500 31

田面積（ha） 14,130 41,800 34

畑面積（ha） 1,340 8,640 16

令和３年デビュー
収穫期は無加温栽培で1月上中旬、露地栽
培では1月下旬です。果実肥大は旺盛で、
収穫時は2Ｌ～3Ｌが主体です。味は、つぶ
つぶした食感で多汁、爽やかな香り、豊か
な甘みと程よい酸味のバランスが絶妙です。

平成30年デビュー
収穫開始は12月上中旬で、｢さがほのか｣より
多収です。果皮は濃赤色で果肉まで赤く、味
はジューシーな食感と清々しい香り、適度な
酸味と華やかな甘さが特徴です。

管 内（千万円） 県 全 体（億円）

令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度

米 439（28） 753（33） 155 227

麦 151（49） 108（49） 31 22

豆 類 41（41） 87（46） 10 19

野 菜 707（21） 744（21） 340 350

果 樹 407（21） 422（21） 193 197

花 き －（－） －（－） 31 33

畜 産 345（10） 345（10） 340 342

その他 3（ 1） 3（1） 34 29

合 計 2,208（19） 2580（21) 1,135 1,219

◎いちごさん(品種名 佐賀i９号 ) ◎にじゅうまる(品種名 佐賀果試35号 )

注)R1・R2市町村別農業産出額(推計)(農林水産省）より
R1年度は災害により、水稲の作況指数が｢58｣の著しい凶作
( )は県全体に対する比率(％)

農家戸数(戸) 飼養頭数(頭)
県 全 体

農家戸数 飼養頭数

肉用牛 70(13) 5,606(11) 554 52,600

ほ場や共同乾燥調製施設等の条件整備が進んだ平野部では、県の概ね４割を占める米・麦・大豆等を
組み合わせた生産性の高い農業や、イチゴ、アスパラガス、キュウリ等の施設園芸が展開されていま
す。山麓部ではマルチ栽培による高品質生産にミカンを中心に果樹が生産されており、山間部では、
ホウレンソウやパセリなど夏季冷涼な気候を活かした園芸作物が生産されています。



園芸農業における収量・品質及び所得の向上、園芸産地の育成を図る

ため、先進的技術の導入や効率的な生産体制のための施設の整備等を支

援、推進しています。

～さが園芸生産888億円推進運動～

イチゴの出荷調整作業の省力・効率
化を図るためのパッケージセンター

栽培環境を制御し、高収量を目指す
キュウリハウス

根域制限栽培による高品質な
ミカンの生産

水田を活用した作付拡大が進む
ブロッコリー・キャベツ

担い手の経営基盤の強化と
効率的で安定的な生産体制の確立

稼げる農業
の確立

園芸産地の育成・拡大

主食用米と麦類・大豆等との組合せによる｢水田収益力強化ビジョン｣を推

進し、農作業機械や共同乾燥調製施設の整備、生産体制の担い手への集約等

を進め、より効率的・安定的な水田農業の確立を目指しています。

担い手

収益性の高いパン適性小麦の作付け共同乾燥調製施設の再編整備

適期播種を可能にする
｢大豆不耕起播種機｣

集落営農組織の法人化に向けた検討会



中山間地域が抱えている様々な課題(集落機能の維持、耕作放棄地の増加、
鳥獣被害等)の解決に主体的に取り組む集落に対して、関係機関と一体とな
って支援し、同地域の農業・農村の維持・発展を図っています。

農村地域の振興活力ある
農村の実現

稼げる農業
の確立 次世代の担い手の確保・育成

地域段階における新規就農者の確保・育成に向けて、農業以外からの
新規参入者に対して、地域の受入体制の整備や補助事業の活用支援、就
農後のフォローアップ等を行い、新規就農者の経営の確立・定着を図っ
ています。

就農を目指す方に対して、生産技術や農業経営等の講義やハウスでの
実施研修を行う佐賀市トレーニングファーム（富士町：ホウレンソウ）

水稲の病害虫防除省力化のため、
事業を活用してドローンを導入

～中山間地域の活性化に向けて～

｢中山間地域等直接支払交付金｣にお
ける集落協定の広域化支援

集落の将来ビジョン作成のための
ワークショップにおける指導・支援

県民協働活動に積極的な企業等の
ボランティアによる農作業の支援

就農希望者を対象に開催され
た｢やさいづくりセミナー｣

新規就農者に対する定期的な面談



森林が持つ水源かん養機能や県民の生活を守る防災機能などの多面的機

能を十分に発揮する多様な森林づくりを推進しています。

水資源を守る森林整備の推進

「森林環境税」を財源に手入れが遅れたスギ・ヒノキの人工林において間

伐等を行い、下層植生の回復や針葉樹と広葉樹が混じり合った森林づくりを

進めています。

間伐が遅れ、地表に植生が少ない森林

強度間伐を実施

地表に植生が回復した森林へ再生

植生が回復すると、林地の
保水機能が高まったり、雨
水がゆっくりと下流へ流れ
るようになって、災害発生
の軽減に繋がるんだよ！

民家や農地周辺の里山や木の生育が悪い山の奥地等で、荒廃した人工林や
竹林等を伐採し、広葉樹等の植栽・保育を行い、広葉樹林化を進めています。

荒廃竹林 伐採後に広葉樹（さがの樹※）

を植栽 彩りある森林へ誘導

荒廃竹林の広葉樹林化

※さがの樹は、県内に自生している優良な広葉樹（母樹）から採取した種子で生育した苗で、65種類が認定。

２. （地域森林計画対象森林）

②人工林の樹種別割合

管内森林の多くはスギ・ヒノキの人工林で構成されており、地域森林計画対象森林の
約９割が林齢36年生以上の利用伐期を迎えています。

利用伐期を迎えた森林は、計画的な間伐・主伐を行い森林資源を循環的に利用してい
く必要があります。

管内森林の約９割は民有林。

民有林の７割が人工林。 人工林の96％はスギ・ヒノキ林。

管内森林の現況

～多様な森林整備の推進～

～荒廃森林の再生～

１.管内の森林面積

佐賀県森林・林業統計要覧（令和３年度）

人工林の89％が
林齢36年生以上

プロジェクトキャプテン
森川海人（もりかわかいと）くん

森林面積
24,932ha



防災につながる森林整備の推進
～ くらしを守る治山事業～

治山事業は、山くずれ・地すべり・土石流などの山地に起因する災害か

ら県民の生命・財産を守ることや、森林の維持造成を通じて、水源のかん

養、生活環境の保全形成を図ることを目的に実施する事業で、安全で安心

出来る豊かな暮らしの実現のために、必要不可欠な事業です。

山地災害の未然防止と災害が発生した場合の早期復旧を図るため、荒廃

地に治山ダム等の渓間工事や緑化・植栽等の山腹工事を行っています。

被災時

山地の安定と森林の維持増進

災害に強い山づくり

工事完了（渓間工事）

被災時 工事完了（山腹工事）

効率的な木材生産と森林整備の推進
～ 林内路網の整備～

林道等の路網は、地域の森林を整備・管理し、木材を搬出する林業活動

を実施するための基盤となります。

林道を計画的かつ適正に配置することにより、効率的な木材生産と森林

整備に繋がります。

八丁坂線（多久市）
（※現在は市へ管理移管済）

蛤岳横断線（佐賀市～神埼市）
（※現在は市へ管理移管済）

林道の活用状況（森林の伐採） 林道の活用状況

（木材を積込み市場等へ運搬）



適切な森林整備や木材の利用拡大を図ることにより、「植える→育て

る→使う→植える」という森林資源の循環による持続的利用を推進して

います。

木材の生産拡大の推進
～健全な森林整備と林業の振興～

森林所有者や林業事業体が行う間伐等の森林施業の集約化や、木材の搬
出に必要な森林作業道の整備、高性能林業機械の整備を支援し、木材生産
コストの低減を図り、木材の生産拡大を進めています。

プロセッサによる造材作業 フォワーダによる木材運搬

森林作業道を活用した搬出間伐 森林作業道の作設

主伐

森林資源の持続的利用
～ 施設の木造化や木製品の活用～

県産木材を活用した公共施設や、家具や内装等への活用など、
多様な木材利用を進めています。

林業所得の向上を図るため、しいたけやきくらげ等の特用林産物の
生産を進めています。

アラゲキクラゲ 行者ニンニク

林業試験場と連携し、
生産指導を行っています！

原木しいたけ
人工造林

自治会公民館の木造化・内装木質化 学童用机・椅子の導入

木材も地産地消を
すすめているよ！

～ 特用林産物の生産振興 ～



本県の農業農村整備事業は、農業・農村の持続的発展に向け、「佐賀県『食』と

『農』の振興計画」に掲げる「稼げる農業の確立」と「活力ある農村の実現」を

柱として、各種施策を推進しています。

日常的に利用している既存の農業水利施設を壊れてから直す更新(事後保

全)ではなく、施設の機能診断に基づく機能保全対策工事を実施し、既存施

設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの低減を図る取り組みを行っ

ています。

排水機場
駆動エンジンの機能診断中

排水機場
水中ポンプ撤去中

農業用水を中小河川やため池に依存している地域では、小規模な干ばつ

でも、農業用水が不足し営農に支障を来しています。

そのため、国営筑後川下流土地改良事業により、新たな農業用水源を開

発すると共に、本事業により、地域の農業用用排水施設を整備し、安定し

た農業用水の確保を契機とした農地集積と担い手の育成を図っています。

用水路工(分水工)の整備が完了すれ
ば、農業用水を安定して供給できる。

少雨時には、河川水が少なくなり、
十分な農業用水の確保ができない。

農業用水が少なく、
営農に支障を来す！

用水供給が安定し、
安心して営農ができる！

未整備

整備済

農業用水の安定確保と施設の適切な管理

排水機場 ポンプの
オーバーホール中

稼げる農業
の確立

管内には、現在２３の土地改良区があり、さまざまな土地改良事業の実施

や土地改良施設の維持・管理、運営などを行っています。

近年では、クリークの事前排水など、流域治水の取組にも協力しています。

少雨で河川水が少ない

用水路に水が流れないため、
代かきができない

農業用施設の点検作業 真夜中の事前排水



（ほ場整備） （２次整備）

ほ場整備等により整備された、農業生産基盤で

は米、麦、大豆を主体とした農業が展開されてい

ます。今後は、担い手が、地域農業の中心的役割

を図り、大型機械による営農や生産組合の組織強

化、担い手への農地の集積を行い、農業経営の安

定化を図ります。

～整備前～佐賀市鍋島町

～整備後～

農地の大区画化、用排水条件の改善、作物輸送の向上を図り、優良農地を担い手に集積・集約し経

営規模の拡大を行い、効率的かつ安定的な農業経営を図っています。

12％UP

集約化率
H24→34％

集約化率
R2→46％

農地・農業水利施設の効率化

農地が集約できた！
大型機械も使えるようになった！
排水路・用水路も整備され効率的に
農作業ができるようになった！

狭い農地や農道、
排水不良の水路など、
これでは効率的に仕事が
できないなぁ

稼げる農業
の確立

水田の汎用化の推進
稼げる農業
の確立

農業の生産性の向上、経済的・安定的な農業経営の確立等により、

農村地域の活性化を促進するため、きめ細かい生産基盤の整備及び

農地の利用集積等を推進します。

暗渠排水の整備

（整備例）

● 小規模整備型

・用排水路整備、農道舗装など

● 暗渠排水型
・暗渠排水の整備

● 元気な中山間づくり型

・湧水処理、せまちだおしなど

農道拡幅工事

拡幅1.5ｍ

大型機械の導入が可能に！



農業・農村の持つ多面的機能や自然豊かな
農村空間等の魅力を広く県民に知ってもらう
とともに、地域住民等による農地や土地改良
施設、農村環境の保全活動の推進を図ってい
ます。

近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低

下により、地域の共同活動によって支えられている農業・農村の多面的機

能の発揮に支障が生じつつあります。このため、本交付金では地域ぐるみ

による共同活動を積極的に支援し、農地、水路、農道等の地域資源の適切

な保全管理を推進しています。

農地維持支払交付金 資源向上支払交付金
（共同活動）

資源向上支払交付金
（長寿命化）

水路・ため池の草刈り 植栽等の景観形成活動 農道の舗装

【主な活動事例】

農村の生活環境基盤の整備

農業・農村に関する理解醸成活動の推進等

農業生産や生活環境が、平坦地に比べ条件的に厳しい中山間地域におい

て、それぞれの地域の立地条件を生かした農業と活力あるの集落づくりを

促進するため、ほ場整備、農業用用排水路、農道、活性化施設等の整備を

行っています。

生産性が向上

農業用水の安定供給

【効 果】【整備前】

クリークの生き物調査

活力ある
農村の実現

● 子どもの意識の醸成

・ふるさと「さが」水と土探検支援事業など
● 棚田保全活動への支援
・棚田ボランティア
・指定棚田地域保全活動支援事業など

農村地域における生活排水の処理や

し尿を処理する施設を整備し、農業用

水の水質保全と併せて農村生活環境の

改善を図ります。

また、既存施設に対して、処理人口

の増加、老朽化等に対応するため、施

設の機能強化、更新を実施しています。
農業集落排水処理場



クリークの防災機能の保全

クリークの護岸(木柵等)整備や堆積土砂の除去を行うことで洪水調節機

能を回復させ、地域の湛水被害を減少させます。また、安定した法面に復

旧することで安全安心な営農等を行えるようにします。

【整備前】 【整備後】

大詫間地区（佐賀市川副町）

県産杉材利用

県土の保全や各種防災対策
活力ある
農村の実現

老朽化した農業用ため池の決壊などによる被害を未然に防ぐため、堤体や
洪水吐などの改修を行います。また、下流域に人家等があるため池では、災
害時に住民が円滑に避難できるよう「ため池ハザードマップ」の作成・公表
を進めていきます。

【整備前】○堤体法面の整備
(小城市 山﨑地区)

【整備後】

○ため池ハザードマップ

ワークショップで浸
水エリアや避難ルー
トをチェック

高潮による越波や地震、津波による海岸堤防の決壊から住民の生命・財産
を守るため、海岸堤防の嵩上げ・補強を行います。

○台風による越波
(S60 台風13号) ○嵩上げ・補強された堤防

T.P+7.5mまで嵩上げ

佐賀中部地区で造成された用水施設は、地盤沈下により配水障害が発生し

ています。また、豪雨により湛水被害が増加している地域でもあります。

このため、用水施設や排水施設の整備により通水機能や排水機能の回復を

図っています。

改修された用水施設 排水機場による湛水被害の防止



農業農村整備事業

番号 地 区 名 市 町 名
受益面積

(ha)

かんがい排水事業

１ 佐賀西部高域 佐賀市、小城市 410.5

２ 多久導水路 小城市、多久市 286.0

３ 羽佐間水道 小城市,多久市,江北町 570.4

基幹水利施設ストックマネジメント事業

４ 三日月東部 小 城 市 134.0

５ 丸目 佐 賀 市 436.0

経営体育成基盤整備事業

６ 鍋島東 佐賀市 67.8

７ 鍋島本村 佐賀市 41.9

８ 高木瀬 佐賀市 76.1

９ 三日月樋口 小城市 61.0

10 久保田 佐賀市、小城市 850.1

中山間地域総合整備事業

11 北多久 多久市 104.0

ため池等整備事業(用排水施設整備）

12 羽佐間 多久市 560.6

海岸保全施設整備事業

13 南 川 副 佐賀市 263.0

14 西 川 副 佐賀市 433.0

15 東 与 賀 佐賀市 130.0

16 久 保 田 佐賀市 454.0

17 大 詫 間 佐賀市 613.0

18 国 造 佐賀市 363.0

クリーク防災機能保全対策事業

19 佐賀市東部 佐賀市 843.0

20 佐賀市南東部 佐賀市 799.0

21 大詫間 佐賀市 471.0

22 佐賀市南部 佐賀市 1,604.0

23 佐賀市西部 佐賀市 1,045.0

24 小城 小城市 2,917.0

25 川副 佐賀市 2,366.0

26 東与賀 佐賀市 375.0

27 嘉瀬 佐賀市 539.0

地盤沈下対策事業

28 佐賀中部 佐賀市、小城市 9,391.0

治 山 事 業

番号 地 区 名 市 町 名
指定区域

(ha)

地すべり防止事業

１ 鬼ヶ鼻 多久市 50.7

林 道 事 業

番号 地 区 名 市 町 名
利用区域
(ha）

森林環境保全整備事業

２ 灰の元 多久市 22.0

３ 北 山 小城市 57.0

２
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